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エネルギーに関する日本の方針と都の取組

第６次エネルギー基本計画 省エネ基準
2025年適合義務化

ZEH基準
2030年適合目標

・建築物が備えるべき省エネ性能

の確保のために必要な建築物の

構造及び設備に関する基準

・一次エネルギー消費量基準と外

皮基準からなる

・現行の一次エネルギー消費量基

準は平成25年基準（平成11年基

準相当の消費量を基準として設

定）より10％削減される水準

・省エネ基準よりも高い省エネ性能

を備えた基準

・快適な室内環境、高断熱化及び高

効率設備により、できる限りの省

エネに努め、一次エネルギー消費

量が省エネ基準よりも20％削減す

るなどより高い水準が求められる

・より高水準の「ZEH+」「次世代

ZEH + 」あり

注 国土交通省ホームページ 注 経済産業省資料

・建築物省エネ法を改正し、住宅

及び小規模建築物の省エネルギ

ー基準への適合を2025年度まで

に義務化 令和４年６月公布

・ZEH、ZEB水準の省エネルギー

性能の確保を目指し、省エネル

ギー基準の段階的な水準の引上

げを2030年度までに実施

部門別エネルギー消費量
（2021年度）

都における家庭部門への主な取組

注 経済産業省「エネルギー白書2023」、東京都環境局「都内の最終エネル
ギー消費及び温室効果ガス排出量（2021 年度速報値）」

国 東京都 東京ゼロエミ住宅の促進太陽光発電設置義務化

全部門(家庭部門) 2000年 802.2(185.6)→2021年 585.9(206.2)

都におけるエネルギー消費量（単位 1015J）

47%

17%

14%

22%

産業部門

家庭部門

運輸部門

業務部門

8%

37%

35%

20%

産業部門

業務部門

家庭部門

運輸部門
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都における太陽光発電設置義務化

・都内CO2排出量の７割が建物でのエネルギー使用に起因しており、2050年時点では、建物ストックの約半数（住宅は7割）が

今後新築される建物に置き換わる見込みであることから、新築建物への対策が極めて重要

・都内の住宅屋根への太陽光発電設備設置量は限定的（4.24%）で、大都市東京ならではの強み “屋根”を最大限活用

太陽光パネル設置義務化の理由

注 東京都環境局「太陽光発電設置解体新書」（令和５年３月31日）から作成

年間の都内供給延床面積が合計20,000㎡以上のハウスメーカー等の事業者が対象

太陽光パネル設置義務者

・新築建築物が対象、現存の物件は対象外

・日照などの立地条件や、住宅屋根の大きさなど個々の住宅の形状等を踏まえ、事業者が供給する住宅棟数に応じた「再エネ

設置基準」に適合することが求められる

・事業者ごとに再エネ設置基準を算定し、事業者が様々な方法で達成できる仕組み

太陽光パネル設置対象

令和４年第４回都議会定例会における条例改正案を提出し、審議の上、可決・成立

令和７年４月制度施行

スケジュール
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都における太陽光発電設置義務化に係る支援策

注 東京都環境局「太陽光発電設置解体新書」（令和５年３月31日） ３



東京ゼロエミ住宅

注 東京都環境局「東京ゼロエミ住宅」リーフレット（概要）から作成

「東京ゼロエミ住宅」とは、高い断熱性能の断熱材や窓を用いたり、省エネ性能の高い照明やエアコンなどを取り入れた、

人にも地球環境にもやさしい都独自の住宅。

４
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「東京ゼロエミ住宅」への助成等事業

助成対象 都内に新築する住宅（床面積が2,000㎡未満のもの。）の建築主（個人・事業者）

「東京ゼロエミ住宅」の助成事業

「東京ゼロエミ住宅」に係る不動産取得税の減免措置

注 東京都環境局「東京ゼロエミ住宅」リーフレット（概要）から作成

※住宅建設費への助成のほか、太陽光発電システム設置への補助や蓄電池システム設置への補助などもある。
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住宅の新築・ストックの断熱性能

注 国土交通省「第１回脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」（令和３年４月19日）国土交通省説明資料

※「住宅ストック数」は、居住世帯のある住宅の総数

６



戸建て住宅におけるZEHの普及状況

注 経済産業省資源エネルギー庁「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業調査発表会2022」（令和４年12月２日）資源エネルギー庁資料 ７



論点
家庭部門における温室効果ガス排出削減に向けて、住宅の脱炭素
化を促進するための税制はどうあるべきか。

「環境に配慮した税制の在り方」に関する論点及び検討項目

・税制の基準として環境性能を導入することについて

・新築住宅への税制措置（新設、廃止、見直し等）について

・既存住宅への税制措置（新設、廃止、見直し等）について

＜検討項目＞
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過去の東京都税制調査会答申・報告

・都ではこれまで、省エネ性能の高い住宅の普及に努めてきたところであるが、温室効果ガス排出量削減目標の達成に向け、

これらの住宅の取得について、更なる支援が必要となる。

・これまでも、税制面においては、環境性能の高い新築住宅や既存住宅の省エネ改修工事、また太陽光発電装置の設置等に

対して、国税及び地方税において、一定の軽減措置が講じられているが、環境性能が低い住宅にも広く適用されているも

のもある。

・対象を環境性能が優れた住宅に重点化していくべきである。

・固定資産税は、市町村にとって重要な基幹税である。新築住宅減額のように国の政策に基づき一方的に減収させる特例措置

は地方の自主性の観点からみても妥当でなく、既存の特例措置の整理・縮小を行い真に必要なものに限定するなど、廃止・

重点化も含めて見直しを検討すべきである。

令和３年度

・建築物のリノベーションを行った場合には、既存建物を同規模の新築に建て替えた場合と比較し、CO₂排出量と廃棄物排出量

を大幅に削減できるという研究結果も示されている。既存住宅の活用は資源循環型社会の実現に資するのみならず、脱炭素化

にも貢献すると考えられるため、既存住宅の流通の活性化を更に促進すべきである。

令和４年度（令和３年度の答申内容に加えて）
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令和６年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求

10注 東京都政策企画局「令和６年度国の施策及び予算に対する東京都の提案要求」から作成（令和５年６月）

令和５年６月、令和６年度の国の施策及び予算に対し、東京都が現在抱える課題の早急な解決と、施策の確実な実現のため、

提案要求をとりまとめた。「６環境・エネルギー」の項目の中で、東京都は以下のとおり国に対して提案要求している。

・既存住宅の省エネ性能向上に向けて省エネ改修工事を更に強力に促進するため、省エネ改修に係る所得税の

特例措置における対象工事限度額及び控除率並びに固定資産税の特例措置における減額の割合を高めること

・また、所得税の控除及び固定資産税の減額の対象となる改修工事にドアを加えるとともに、省エネ改修の

インセンティブが働きづらい賃貸住宅も追加するなど、控除及び減額の適用要件を拡充すること

・さらに、所得税及び固定資産税の減額期間についても大幅な延長を行うこと

既存住宅における省エネ改修の促進



令和4・5年入居 令和6・7年入居 令和4・5年入居 令和6・7年入居 令和4・5年入居 令和6・7年入居 令和4・5年入居 令和6・7年入居 令和4・5年入居 令和6・7年入居

ローン期間

控除額

限度額 5,000万円 4,500万円 5,000万円 4,500万円 4,500万円 3,500万円 4,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円

最大控除額 455万円 409.5万円 455万円 409.5万円 409.5万円 318.5万円 364万円 273万円 273万円 140万円

控除期間 13年間 10年間

※ ※ ※

減額割合

ローン残高×0.7％ ローン残高×0.7％

10年以上

13年間

1/2 1/2

1,300万円

3年間(戸建)

5年間(マンション) 5年間(マンション)

3年間(戸建)5年間(戸建)

7年間(マンション)

※標準的な工事費用の額×10％

不動産

取得税
控除額

固定

資産税

（家屋）
期間

1,200万円

3年間(戸建)

5年間(マンション)

1,200万円 1,200万円

上限 650万円

登録

免許税
税率

0.1％(保存)

0.1％(移転)

所

得

税

ロ

ー

ン

減

税

そ

の

他

控除額

0.15％(保存)

0.3％(移転)

0.15％(保存)

0.3％(移転)

0.1％(保存)

0.2％(移転(戸建))

0.1%(移転(マンショ

ン)）

10年以上

税目

控除内容等

新築

認定低炭素住宅 ＺＥＨ水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 その他の住宅認定長期優良住宅

主な税制措置（新築住宅）

注 財務省、国税庁、国土交通省、東京都主税局の各ホームページ及び（一社）住宅性能評価・表示協会ホームページ等から作成

ｖ
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ローン期間

控除額

限度額

最大控除額

控除期間

減額割合 1/3

1年間

ローン残高×0.7％

10年以上

ローン残高×0.7％

3,000万円

1,200万円

2,000万円

既築

10年間

標準的な工事費用の額

×10％

250万円(*)

(*)太陽光発電装置を設置

+100万円

0.1％（移転）

※宅地建物取引業者によっ

て省エネ改修が行われた住

宅用家屋を取得する場合

10年間

0.3％（移転）

10年以上

認定低炭素住宅

～省エネ基準適合住宅

の取得

省エネ改修工事その他の住宅の取得

210万円 140万円

不動産

取得税
控除額

固定

資産税

（家屋）
期間

上限

登録

免許税
税率

所

得

税

ロ

ー

ン

減

税

そ

の

他

控除額

税目

控除内容等

主な税制措置（既存住宅）

注 財務省、国税庁、国土交通省、東京都主税局の各ホームページ及び（一社）住宅性能評価・表示協会ホームページ等から作成

認定低炭素住宅

認定長期優良住宅

・長期にわたり良好な状態で使用す

るため、劣化対策、一定の耐震性

等とZEH水準の省エネ性能を有し

た住宅

・建築時から将来を見据えて、定期

的な点検・補修等に関する計画が

策定されていることが必要

・低炭素住宅とは、市街化区域等内

に建築され、二酸化炭素の排出の

抑制に資する住宅

・ZEH水準の省エネ性能を有するこ

とに加え、再エネ設備の設置やそ

の他低炭素化に資する措置（節水

に資する機器の設置やV2H充放電

設備の設置等）が講じられている

・ZEB水準とともに上記設備の設置

をしたビルも認定低炭素建築物と

なるが、税制上の措置なし

12



自動車税関連税制（環境性能の観点を取り入れた住宅関連税制を検討する上での参考）

注 東京都税制調査会「自動車関連税制のあり方に関する分科会報告書」（令和３年３月）、国土交通省ホームページ「自動車重量税額について」、
東京都主税局ホームページから作成

取得 保有 利用

税目

性格

納税義務者

賦課

税率

※税率につい
ては、区分表
から一部抜粋

自動車税環境性能割

自動車がもたらすCO₂排出、道

路損傷、交通事故、公害、騒音

等、様々な社会的コストに係る

行政需要に着目した原因者負担

金的性格を有するもの

自動車の取得者

取得時

自動車の通常の取得価額を課税

標準額とし、自動車の種別、環

境性能等に応じて税率が異なる

自動車税種別割

自動車という特定の財産に対し

て課される財産税としての性格

を有すると同時に、道路損傷負

担金的性格、奢侈税、環境損傷

負担金的性格を有するもの

自動車の所有者

・取得時（月割課税）

・毎年度

自動車の種別、排気量や最大積

載量ごとに設定

自動車重量税

自動車が車検を受け又は届出を

行うことによって走行が可能に

なるという法的地位に着目した

権利創設税的性格を有するもの

・車検証交付等を受ける者

・車両番号の指定を受ける者

車検時

自動車の種別、車検の有効期間、

総重量等ごとに設定

車種 総排気量 営業用 自家用

電気自動車 7,500 25,000

～１リットル 7,500 25,000

～1.5リットル 8,500 30,500

～２リットル 9,500 36,000

～2.5リットル 13,800 43,500

乗用車

右以外 13年経過 18年経過

～0.5トン 8,200 11,400 12,600

～１トン 16,400 22,800 25,200

～1.5トン 24,600 34,200 37,800

～２トン 32,800 45,600 50,400

エコカー
エコカー以外

２年自家用

免税

自家用 営業用

R12燃費基準75％かつR2燃費基準 1% 非課税

R12燃費基準70％かつR2燃費基準 2% 0.50%

車種

④ガソリン自動車（ハイブリッド自動車を含む）、乗用車

H30年排出ガス基準50％低減かつ以下の基準達成

車両
重量

13



不動産取得税と固定資産税・都市計画税

注 総務省ホームページ「不動産取得税」、「固定資産税の概要」、「都市計画税」から作成

取得 保有

税目

性格

納税義務者

賦課

不動産取得税

不動産に対する将来にわたる固

定資産税の負担の緩和を図ると

ともに、不動産を取得するとい

う比較的担税力のある機会に相

当の税負担を求めるもの

不動産の取得者

取得時

固定資産税

固定資産の保有と市町村が提供

する行政サービスとの間に存在

する受益関係に着目し、応益原

則に基づき、資産価値に応じて、

所有者に負担を求めるもの

不動産の所有者

毎年度

都市計画税

都市計画事業や土地区画整理事

業を行う市町村が、都市計画区

域内にある土地や家屋に対して、

その事業に必要となる負担を求

めるもの

市街化区域内に不動産を所有し
ている者

毎年度

取得

環境性能の観点を取り入れた住宅関連税制を検討する上での参考として、

14



不動産取得税の概要

注 総務省ホームページ「不動産取得税」、東京都主税局ホームページから作成

性格

不動産の取得の背後にある担税力に着目して課される税。

現行の不動産取得税は、固定資産税の税率を引き下げることによりその不動産に対する将来にわたる固定資産税の負担の緩和を

図るとともに、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設。

納税義務者 不動産の取得者

課税標準

税率

特例

価格（固定資産課税台帳に登録された固定資産の評価額）

本則４％

※税率の特例 住宅及び土地３％ （R6.3.31まで）

土地に対する特例

・住宅用地、商業地等の取得に係る課税標準としての価格を、

評価額の1／2に圧縮

・住宅用地、税額の減額措置（新築・中古とも）

150万円又は床面積の２倍の面積（200m2限度）に相当する

土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗じて得た額を減額

住宅に対する特例

・新築住宅→1,200万円を控除

・自己居住用中古住宅→住宅の新築時期により最高1,200万円を控除（耐震基準要件あり）
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固定資産税における新築住宅に係る減額制度

注 総務省ホームページ「令和４年度地方税制改正(税負担軽減措置等)要望事項」、(一社)資産評価システム研究センター「令和５年度固定資産税関係資料集Ⅰ」から作成

■ 住宅取得の初期負担を軽減する本特例措置により、住宅ストックの更新を通じた住宅の耐震化等を推進するとともに、国民一人

一人が無理のない負担で安心して選択できる住宅市場を実現する必要があるために創設。
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固定資産税における省エネ改修工事に係る減額制度

注 総務省ホームページ「令和４年度固定資産の価格等の概要調書」、東京都主税局ホームページ等から作成

■ 制度創設にあたって

以下のとおり、耐震改修減額やバリアフリー減額と比較の上、軽減期間や軽減割合をバリアフリー改修と同様に設定

①耐震基準は満たさなければ建築できないのに対し、バリアフリーと同様に省エネ基準は努力義務である。

②耐震改修は建物の倒壊による被害防止など地域における公共性があるのに対し、省エネ改修は光熱費の削減が図られるなど、

バリアフリー改修と同様に一次的にはその受益が居住者に及ぶものである。

要件 軽減期間 軽減割合 対象床面積

①平成26年４月１日以前から所在する家屋

②省エネ改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下

③床面積の１／２以上が居住用（賃貸住宅部分は軽減対象外）

④省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に

新たに適合

⑤窓の断熱改修工事を含む改修工事の合計額が税込60万円超

⑥令和６年３月31日までに工事完了

１年度分 １／３

住宅部分に係る床面積で、

120㎡が限度（120㎡を超え

るものは120㎡相当分まで）

（参考）
制度創設年度 R４減収額 R４適用件数

平成20年度 約4,700万円 約2,600件

※省エネ改修後に当該住宅が認定長期優良住宅に該当することとなるものについては、翌年度２/３軽減

※R4減収額・R4適用件数は、「令和４年度固定資産の価格等の概要調書」による。
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（参考）固定資産税における耐震改修工事及びバリアフリー改修工事に係る減額制度

注 総務省ホームページ「令和４年度固定資産の価格等の概要調書」、東京都主税局ホームページから作成

耐震改修減額 バリアフリー改修減額

要件

①昭和57年１月１日以前から所在する家屋

②床面積の１／２以上が居住用（賃貸住宅部分も軽減

対象）

③建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修

工事を実施

④改修工事の合計額が税込50万円超

⑤令和６年３月31日までに工事完了

①新築された日から 10年以上を経過した家屋

②バリアフリー改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下

③床面積の１／２以上が居住用（賃貸住宅部分は軽減

対象外）

④65歳以上の者、要介護又は要支援の認定を受けて

いる者、障害者である者が居住する住宅に改修工事

を行うこと

⑤改修工事の合計額が税込50万円超

⑥令和６年３月31日までに工事完了

軽減期間 １年度分 １年度分

軽減割合 １／２ １／３

対象床面積
住宅部分に係る床面積で、120㎡が限度（120㎡を超

えるものは120㎡相当分まで）

住宅部分に係る床面積で、100㎡が限度（100㎡を超

えるものは100㎡相当分まで）

制度創設年度 平成18年度 平成19年度

R４減収額 約9,600万円 約2,800万円

R４適用件数 約6,500件 約2,500件
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（参考）住宅ストックの耐震化状況

注 国土交通省ホームページ「令和４年度 住宅経済関連データ」 19


